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川口市の市街化調整地域では、建築が制限される一方で、建築を伴わない
土地利用については制限がなかったことから、資材置場が増えました。
大きく囲われた資材置場では景観の悪化に加え、騒音、振動、不適切な保
管、違法な建築物が横行し、条例制定の必要性を訴えたことで、令和3年１２
月に全国に先駆けて『川口市資材置場の設置等の規制に関する条例』を
制定し、不適切な資材置場の設置に関する規制が強化されました。
この条例では、一部で公然と行われている危険な資材堆積などの不適切な
行為の抑制を狙うもので、特に新規設置に対する抑制に効果を発揮して
いますが、資材置場は振動・騒音・トラック危険運転など、周辺住民にとって
はもはや迷惑行為を超えて精神を病む、命の危険を感じる事態が続いて
います。
そこで新たに条例の改正により、地域住民の安全安心をおびやかす問題を
解決するため条例の見直しがなされました。

資材置場の設置等の規制に
関する条例について

概要は、

①既存の資材置場規制を強化し、許可制を導入すること。

②資材置場の管理者を明確化すること。

③住民窓口の設置をすること。

④罰則の強化（検察との綿密協議により決定）。
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●令和４年７月に500㎡以上の資材置場の新規設置への許可制を創設する条例を施行
●条例施行から令和６年10月現在までの許可件数は４件にとどまる一方、既存の資材置場周辺等に
おいて、騒音・振動や交通上の問題等に起因する周辺住民とのトラブルが引き続き発生している
状況

川口市資材の適正な屋外保管に関する条例の概要

背景・必要性

見直しの概要

■市内の資材置場をめぐる現状

●既存の資材置場に対する許可制の創設
　※立地基準・構造基準は適用除外。保管基準は6か月間の準備期間を確保
●許可対象となる資材置場の面積の引下げ（500㎡→100㎡）
●適正な管理が継続されるよう、許可を５年更新制とする
　※一定の資材置場は許可の対象外

１．既存資材置場等を含む包括的規制

●資材置場の新規設置時の住民への周知手続を義務化
●既存資材置場を含め苦情等の相談窓口の設置の義務化

2．住民説明手続の強化

●不適正な事業者を排除するため一定の欠格要件を設ける
●許可基準を立地基準・構造基準・保管基準に分類し、保管基準については既存資材置場にも適用
●保管基準において、外部からの視認性の確保や騒音・振動が生じる場合は生活環境保全上の配慮等を
義務づけ
●立地基準において、幅員４ｍ以上の一定の道路への接道を義務づけ（500㎡以上の資材置場に限る）
●構造基準において、区域の境界と囲いの間に２ｍの空地確保を義務づけ（500㎡以上の資材置場に
限る） 等

３．許可基準の見直し

●条例施行前から存在する資材置場が許可対象ではなく、市として管理者等の情報把握ができて
おらず、また、管理者に対する強い権限を有していない状況
●事業者から周辺住民への周知手続や苦情対応が不十分なケースが存在
●市民の生活安全確保・生活環境保全上の支障が生じないよう基準の見直しが必要

■現行制度上の課題

現行条例を抜本的に改正し、既存の資材置場や小規模な資材置場を含めた包括的な規制とすると
ともに、市民の生活安全確保及び生活環境保全のために必要な規制強化を実施
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基準を遵守した資材置場のイメージ

今後のスケジュール

●抑止力として機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する罰則の引上げ
　（「30万円以下の罰金」→「１年以下の懲役又は100万円以下の罰金」。）
●関係機関と連携したパトロールの強化
●資材置場の新規設置時の事前協議を義務化し、関係法規への適合状況等を確認

※既存資材置場については、施行後６か月以内に市に届出を行うとともに、施行後６か月経過時点までに
保管基準に適合させるものとする

４．実効性の確保

※その他、盛土規制法、埼玉県スクラップヤード条例の制定等に伴い、関係法規との適用関係を整理

条例公布 条例施行
（Ｒ7.10.1）

６か月間 既存資材置場
基準適合期限※

〇〇〇
△△

□□□
××

幅員4ｍ以上

【保管基準】

既存の資材置場に適用する基準

騒音・振動による生活環境保
全上の支障が生じないよう
な措置を講ずること

【保管基準】

【保管基準】
火災の発生等を防止する
措置を講ずること

【保管基準】

【構造基準】

堆積される資材は高さの
限度を超えないこと

（500㎡以上の新規設置の場合）
原則として区域境界と囲いの間
に２ｍ以上の空地を確保すること

【構造基準】
（新規設置の場合）
原則として囲いを
設置すること

（500㎡以上の新規設置の場合）
原則として幅員４ｍ以上の公道に接すること

【立地基準】

掲示板を
設置すること

【保管基準】
原則として、公道等に面する囲いに
ついて視認性を確保すること
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●実施概要
　　募集期間 ： 令和６年１１月１日（金）～令和６年１１月３０日（土）
　　提 出 者 ： ３９人   意見数 ： ２４０件    

 ●主な意見と回答

●回答の公表 ： 令和７年３月中に川口市ホームページにて公表予定

  

 

 

 

 

 
 

 

川口市資材置場の設置等の規制に関する条例の見直しのパブリックコメントについて 

不法行為等

条例運用上の
懸念等 

事業者の要件

保管基準（囲い）

保管基準
（公害対策）

処　　分

分　類 意見の概要 回　　答 件 数

3件

8件

6件

6件

17件

15件

6件

6件

16件

11件

外国人の非行・犯罪、マナー
の悪さ等について規制すべ
き。

外国人の不法滞在・就労、
不法投棄等を発見した時は
警察への報告や合同立入を
行うべき。 

駐車・スピード違反、過積載
トラック等について処罰を
行うべき。 

１００㎡を超える資材置場を
対象とすると、１００㎡以下に
分割された資材置場が乱立
する可能性。 

５００㎡未満に資材置場を分
割することで、立地基準の適
用を逃れようとする可能性。 

事業者の納税状況や在留資
格を確認する必要。

資材置場の視認性を高める
必要。 
騒音、振動の数値を定める必
要。 

違反行為に厳罰を科すべき。
量刑が軽すぎるため引き上
げる必要。 

野焼き、宴会・バーベキュー等
の目的外使用を禁止すべき。 

本条例（案）は、資材置場の不適切な設置等の防止を図ることにより、市民生活の安全の確保及び生活環境の保全
に寄与することを目的とするものであり、外国人に着目して何らかの規制を行うものではありません。 
一方で、資材置場を拠点とした各種行為が周辺環境を悪化させているとの意見をいただいていることにつきまし
ては、必要に応じて、巡視活動等の機会において指導等を行ってまいります。さらに、現在、市の部局横断的な会議
体を立ち上げ、本市の関係部署に情報共有を行っており、今後も、本市の関係部署はもとより、警察等の関係機関
に情報共有し、連携して必要な対応を行ってまいります。 

本条例（案）においては、不法投棄等の不適切な行為を迅速かつ円滑に覚知し、是正につなげていく観点から、囲いの
一部に透明な板等を設けることを許可基準とします。 
なお、不法投棄や不法就労等については他の法令により規制されていることから、本条例（案）はこれらの行為を直接規
制するものではありませんが、巡視活動等の際に不法投棄と思われる資材を発見した場合や従業員の滞在資格等に
疑義がある場合は、本市の関係部署や警察等の関係機関に情報共有し、法令に基づき、必要な対応を連携して行って
まいります。 

本条例（案）においては、交通の支障等の周辺への影響を軽減する観点から、５００㎡以上の資材置場について一定の
接道があることを許可基準とします。 
なお、駐車・スピード違反や過積載のトラック等については他の法令により規制されていることから、本条例（案）はこれら
の行為を直接規制するものではありませんが、巡視活動等の際に啓発を行うとともに、これらの行為を発見した場合等
は、警察等の関係機関に情報共有し、法令に基づき、必要な対応を連携して行ってまいります。 

私有地について、資材置場以外での（私的）利用を制限することは困難と考えます。 
なお、野焼き等、他の法令により制限のあるものについては、本市の関係部署や警察等の関係機関に情報共有し、法令
に基づき、必要な対応を連携して行ってまいります。 

一般的に大規模な資材置場ほど周囲への影響が大きくなると想定されることや、これまで実際に苦情等の問題のあった
資材置場の面積等を踏まえ、本条例（案）では１００㎡を超える資材置場を規制の対象とするものです。 
また、実質的に一体で運用される資材置場を１００㎡以下に分割して許可申請の抜け道とするなどの条例の不適正な
運用を防ぐ観点から、今後「条例及び規則の手引き」を定め、その中で「一団の土地」とみなす場合の考え方等を示して
まいります。 

一般的に大規模な資材置場ほど、搬入出の回数が増加し、交通の支障等の周辺への影響が大きくなると想定されること
から、接道等の立地基準については５００㎡以上の資材置場を適用対象とするものです。また、実質的に一体で運用され
る資材置場を５００㎡未満に分割して立地基準適合義務の抜け道とするなどの条例の不適正な運用を防ぐ観点から、
今後「条例及び規則の手引き」を定め、その中で「一団の土地」とみなす場合の考え方等を示してまいります。 

本条例（案）は、資材置場の不適切な設置等の防止を図り、市民生活の安全の確保及び生活環境の保全に寄与すること
を目的とするものであり、この目的を達成するために必要な範囲を超える個人の情報を調査・取得することや許可基準
とすることは困難と考えております。 

資材の屋外保管における不適切な行為を迅速かつ円滑に覚知し、是正につなげていく観点から、囲いの一部に透明な
板等を設けることを許可基準とすることとしています。 
本条例（案）においては、騒音、振動等への対応の観点から、市に提出する計画に、作業を行う日又は曜日及び時間帯を
記載させ、計画と異なる時間帯における作業等があった場合には指導等を行うことを検討しております。 
なお、騒音、振動の数値につきましては、埼玉県生活環境保全条例など他の法令等により定められていることから、
本条例（案）はこれらの数値を定めるものではありません。 

本条例（案）では、許可を受けずに資材の屋外保管を行った者や命令違反のあった者に対して、地方自治法に基づき地方
自治体が条例で定めることのできる上限額である１００万円以下の罰金を科すこととしております。 
今後、罰則規定につきましては検察庁とも十分に協議を行って参ります。 
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